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武力紛争時における環境保護規定の課題と展望

室町　理帆 
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おわりに

はじめに（問題の所在）

武力紛争は発生地域の住民のみならず、その生態系や自然資源に甚大な被害を

もたらし、当該地域の復興及び平和の構築の大きな妨げとなっている。国際問題

戦略研究所の研究によれば、武力紛争の発生数は2020年に最多を更新し、また、

現在のコロナウィルス感染症の世界的な流行は各国の国内情勢を悪化させ、さら

なる武力紛争を誘発、そしてそれに伴う環境破壊が発生し続けている1）。さらに、

国連広報センターによれば、1946年以降発生している武力紛争は、死者数こそ減

少しているものの長期化する傾向にあるとされ、環境への負荷は増加する一方で
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ある2）。国際人道法は武力紛争によって発生する環境破壊の抑制を目的とした規

定を幾つか設けているが、国際法違反と認定されるための要件が厳格であると

いった要因により、十分に機能しているとは言い難い状況である。

本稿では、武力紛争時の環境保護規範が現在どのような内容であるか、さらに

どのような内容が規範として形成されつつあるのかを分析することで、「元来、

持続可能な開発を破壊する性格を有する」3）と評される戦争において、環境保護

を法的側面からどのように担保できるか明らかにすることを目的としている。そ

こで第 1章では、武力紛争時に適応される環境保護規定に関連する条約規定を概

観し、その慣習国際法性を検討する。続いて第 2章では、赤十字国際委員会

（International Committee of the Red Cross、以下 ICRC）、国連総会、国連国際法委員

会（UN International Law Commission、以下 ILC）、国連環境計画（UN Environment 

Programme、以下 UNEP）といった 4つの機関による武力紛争時の環境保護規範

形成に関する取り組みを概観し、当該機関において提案・採択された非拘束的文

書の慣習国際法性及び各文書の有する課題について検討する。以上を踏まえた上

で、第 3章では、近年の実際の紛争の事例から国家実行の分析や課題の抽出を行

い、武力紛争時の環境保護をより実効的なものにするためにあるべき法について

議論する。なお、本稿における「環境」とは専ら自然環境を指す。また、本稿で

は武力紛争＝国際的武力紛争を前提とし、非拘束的文書を検討する際は非国際的

武力紛争も含むこととする。

Ⅰ　武力紛争時に適用される環境関連の条約規定

国際人道法は、「世界各地で後を絶たない国際的・非国際的武力紛争に際して、

人道的な観点から戦闘の手段及び方法を可能な限り規制し、武力紛争犠牲者（傷

病者、捕虜、文民）を保護する目的で発展してきたもの」4）である。したがって、

同法が保護対象としていたのは傷病者、捕虜、そして文民といった「武力紛争犠

牲者」なのであり、当初「環境」は保護の対象として想定されていなかった。し

かしながら、ベトナム戦争で発生した甚大な環境破壊が国際社会を震撼させたこ

とで、人道に反する「ジェノサイド」と同様に非道な行為として「エコサイド」

という言葉が生み出される程、「環境」は保護されるべきものであるという世論

が形成されていった5）。以下では、右背景を踏まえ形成されていった国際条約に

焦点を当て、武力紛争時における環境保護規定としてどの程度機能しているのか
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検討を行う。

1　環境改変技術敵対的使用禁止条約（ENMOD）6）

（ 1 ） ENMOD とは

環境改変技術敵対的使用禁止条約（以下 ENMOD）は、「現在或いは将来開発さ

れる技術により自然界の諸現象を故意に変更」すること、及び「これを軍事的敵

対的に利用すること」の禁止を目的とした環境保護と軍縮に関する条約であり、

1976年に国連総会で採択、1978年に発効した。同条約は、武力紛争時における環

境保護を目的とした初めての国際条約という点で画期的であった7）。

（ 2 ） 採択経緯

生態系の破壊や汚染など、環境問題について各国が協働を開始したのは、第二

次世界大戦後である。途上国の貧困脱出と環境問題の密接な関連性が認識される

ようになった8）ことが主な背景となり、1972年にストックホルムで国連人間環境

会議が開催された。

このような趨勢の中、「武力紛争により発生する環境破壊」に注目が集まるよ

うになったのは、1960年代後半から1970年代初頭にかけて続いたベトナム戦争が

きっかけである9）。同紛争では、アメリカ軍によって約750万トンの爆弾が投下、

8,000万リットルの有害化学物質が散布されたとされ、当該地域に深刻な環境破

壊をもたらした10）。また、有害化学物質のうち61％が猛毒であるダイオキシンを

含む枯葉剤であり、枯葉剤による直接的・間接的な被害者数は800万人にのぼる

とされる11）。1974年 7月に行われたアメリカとソ連による 2国間協議では、環境

改変技術の軍事利用削減についての合意がなされた12）。

1976年にジュネーヴ軍縮委員会（CCD）の作業部会によって作成された案が国

連総会に提出され、ENMODが採択された13）。

（ 3 ） 規定内容と限界

本条約第 1条は環境改変技術の敵対的使用の禁止を定め、第 2条は環境改変技

術の定義が記載されている。

第 1条 1項

締約国は、破壊、損害又は傷害を引き起こす手段として広範な、長期的な又
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は深刻な効果をもたらすような環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使

用を他の締約国に対して行わないことを約束する。

第 2条

前条にいう「環境改変技術」とは、自然の作用を意図的に操作することによ

り地球（生物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。）又は宇宙空間の構造、組成又

は運動に変更を加える技術をいう。

禁止の基準として採用された「広範な、長期的な、又は深刻な」という要件は、

又は（or）によって接続される選択的要件となっており、右要件のいずれか 1つ

が充たされていれば禁止となる。この柔軟性が評価され、武力紛争法における比

較衡量の基準として後述するジュネーヴ諸条約第 1追加議定書の作成の際にも参

照された14）。

このように、ENMODが武力紛争時の環境保護規範形成の一助となったこと

は確かであるが、同時に留意すべき点や課題も多い。第 1に、本条約は軍縮の文

脈で作成されたものであって、純粋な武力紛争法の規則として作成されたわけで

はない点である。従って、武力紛争法では基本原則とされている「軍事的必要性

との比例性ないし均衡性」という相対的考慮は問題になりえないとされる。第 2

が基準の不明確さである。先に述べたように文言の曖昧さは柔軟性という点で評

価されたものの、要件の文言が不明確であることは解釈及び適用を困難にさせて

いる15）。第 3が、「環境改変技術」の定義である。本条約第 2条では、「環境改変

技術」を「自然の作用を意図的に操作することにより地球（生物相、岩石圏、水

圏及び気圏を含む。）又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術」と

定義している。これには地震、津波、気象パターン、海流、オゾン層の状態の変

更その他が含まれると解釈される16）が、現状そのような技術が実際に軍事利用

可能な段階にはないことから、将来的な法律規則を規定したものと言える17）。第

4は、敵対的な使用は禁止されているが、開発を禁止している訳ではない18）こ

とである。したがって、将来的な使用に関する抑止力にはなり得るとしても、各

国が新たに開発製造をすることは妨げられない。そして最後の留意点及び課題と

しては、環境改変技術の使用は「敵対的使用」である場合そしてそれが定式の範

囲内で、或いは限度を超えた破壊、損害または危害を惹起した場合の 2つの要件

を同時に充足する場合にのみ禁止されるということである。敵対的意図をどのよ



369

うに適切に立証するかは不明であり、この点も将来に向け検討が必要であると考

えられる19）。

2　ジュネーヴ諸条約第 1追加議定書

（ 1 ） 採択経緯

ジュネーヴ諸条約とは、武力紛争における被害者保護を目的とした 4条約の総

称である。1974年からは、これらの条約を補完し発展させることを目的として「武

力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための外交会議」がジュネーヴ

にて開催され、その結果、1977年に採択されたのが第 1追加議定書及び第 2追加

議定書である20）。ICRCは1973年に本外交会議に向けて追加議定書の草案を作成

していたが、この草案には自然環境の保護に言及した規定は含まれていなかっ

た21）。しかし、会議開始後、オーストラリアや北欧諸国、また、ベトナムやウガ

ンダなどの数カ国が「会議において戦闘の方法及び手段についての基本原則のひ

とつとして、そして、住民の健康・生存のために」22）自然環境保護条項を盛り込

むべきという旨の提案をしたことにより、当該条項について検討されるに至った。

（ 2 ） 規定内容と限界

上記会議により、国際的武力紛争の犠牲者保護に関連する追加規定を定めた第

1追加議定書で以下のように規定が設けられた。

第35条

3　自然環境に対して広範、長期的かつ深刻な損害を与えることを目的とす

る又は与えることが予測される戦闘の方法及び手段を用いることは、禁止す

る。

第55条　自然環境の保護

1　戦闘においては、自然環境を広範、長期的かつ深刻な損害から保護する

ために注意を払う。その保護には、自然環境に対してそのような損害を与え、

それにより住民の健康又は生存を害することを目的とする又は害することが

予測される戦闘の方法及び手段の使用の禁止を含む。

2　復仇の手段として自然環境を攻撃することは、禁止する。
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これら 2か条は ENMOD同様、武力紛争時の環境保護を直接的に規定しており、

「武力紛争法の文脈において自然環境保護を位置付けた最初の規定として重要な

意義を有する」23）とされる。では、これらの条項が保護の対象とする「自然環境」

とは具体的に何を指すか、第 1追加議定書は明確な定義を行なっていない24）。そ

もそも「環境」というものの定義が多様であることから、一般的な定義を行うこ

とは意味を成さない為、環境条約では定義されないことが多いことが背景にある

と考えられる25）。しかし、各々が対象とする「環境」とは何かを明らかにするこ

とは、両条項を「有意味」に解釈する上で26）極めて重要であり、本外交会議に

おいては、ソ連によって当該概念は内容の拡張可能性が高いことを指摘されてい

る。また、右指摘に加えてソ連は「生態学的均衡」に言い換える方がよいといっ

た意見も出している27）。

上記の「環境」の内容の問題を含めたいくつかの論点は、本外交会議の特別報

告者の要請により形成された非公式のワーキンググループ Biotopeによる審議28）

に持ち越されることとなった29）。審議では、第 1追加議定書に規定する環境保護

条項の目的が「自然それ自体の保護」なのか、それとも「人間環境（住民の健康・

生存）」なのか30）という点で意見が分かれていた。最終的には第35条 3項が前者

を、第55条が後者を反映しているとされる31）。しかしながら、この第35条 3項に

おける「自然環境」の解釈方法には批判もある。なぜなら、本追加議定書はそも

そも「武力紛争における交戦者の規律と犠牲者の保護」を目的としたものであっ

て、環境保護を目的としたものではないからである32）。したがって、このような

文脈の中にありながら、当該条項が専ら環境それ自体を保護することを目的とし

ていると解釈することは考えにくいのである33）。

次に、両条項に含まれる「広範、長期的かつ深刻な」という 3要素はどのよう

に解釈されうるのかについて検討する。尚、当該 2規定は規律内容が完全に同一

ではない34）という理由から個別の規定として設けられたのであるが、Biotope及

び第 3作業部会は共に当該環境保護基準について同一の基準を採用している35）

ため、同一の基準という前提に立って検討を進める。まず「長期的な」という時

間的範囲の基準について起草過程では、「10年単位で測られる」36）という意見や

最低でも20～30年は必要であるという意見、また、そもそも期間を明確に示すこ

とは不可能であるという意見が出され37）、最終的には当該基準について合意を得

ることはできなかった38）。残りの 2要素である「広範」「深刻な」については、

コメンタリーの中でも言及がない。したがって、第 1追加議定書  及び起草過程の
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文書において解釈の手がかりとなりうるものは存在しない39）。当該基準の解釈に

あたっての、その他参考になりうる事例としては、旧ユーゴ国際刑事裁判所（以

下 ICTY）における NATOの空爆に関する報告書があげられる。当該報告書では、

NATOによって実施された空爆が第 1追加議定書の当該 3要素を満たしている

か否かについて検討が行われた。ICTYの審査委員会は、湾岸戦争時に発生した

環境損害が第 1追加議定書の「広範、長期的、かつ深刻な」という「敷居」を超

えたか否か判断することが困難であったように、コソヴォ紛争での NATOによ

る空爆に伴う環境破壊が同「敷居」を超えたか否か判断することも困難であると

の見解を示し、最終的には同基準に値する環境損害は認定されなかった40）。本事

例は、同 3要素の存在が認められるには「少なくとも湾岸戦争時や NATOのコ

ソヴォ空爆以上の自然環境の破壊がなされなければ」41）いけないという、同基準

の「敷居」の高さを象徴した事例であると言える。

また、以上の用語の内容の不明確性だけでなく、同 3要素が「かつ」で結ばれ

ていることも当該基準の敷居を高める要因となっている。第35条 3項、第55条は

共に「広範、長期的かつ深刻な」損害を禁止の対象としているため、同 3要素を

同時に満たすような損害に値しないものは禁止の対象となり得ない。しかしなが

ら、これらの加重的な要件が同時に満たされる場合はほぼ不可能に近いとされ

る42）。このように、当該 2規定の適用の敷居は極めて高い。

（ 3 ） 条約規定が慣習国際法化しているか

これらの 2条項の慣習法性については、国際的及び非国際的武力紛争に適用さ

れる慣習法規則をまとめた ICRCによる『慣習国際人道法』43）に言及がある。同

書では、武力紛争に関連した環境保護規範の 1つとして第 1追加議定書第35条 3

項及び第55条 1項を踏襲した規定を設け、当該規則の注釈で、同 2条項が「採択

された当初は、新しい規定とみなされていた」が、その後、この禁止条項を慣習

とみなすさまざまな国家実行が出現し、「多くの軍事マニュアル44）に記述されて

いる」と述べている。他方、第 1追加議定書の効果が限定的である理由として「国

際的武力紛争に関与する幾つかの国が同議定書を批准していない」ことが指摘さ

れる45）。以上より、第 1追加議定書第35条 3項及び第55条 1項は、その慣習国際

法性を認められてはいるものの、履行の確保や解釈、適用における課題から効果

的に機能しているとは言えない状況にある。
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Ⅱ　武力紛争時の環境保護に関する非拘束的文書

これまで見てきたように、武力紛争時の環境保護に関する条約規定の実効性は

乏しいと言わざるを得ない。他方、こうした現状を打開するべく発展してきたの

が、非拘束的文書である。これらの文書は、前述した条約とは異なり法的拘束力

を有さない、所謂ソフト・ローである。しかし、SDGsの先駆けとなり今日国際

社会に大きな影響を及ぼし続けている「環境と開発に関するリオ宣言」からもわ

かるように、ソフト・ローは国際規範の形成において極めて重要な役割を担って

いる46）。以下では、武力紛争時の環境保護規範の形成における主要なアクターと

して、ICRC、国連総会、UNEP、ILCに着目し、各機関が作成した文書が武力紛

争時の環境保護のための規範形成という文脈でどのような意味をもつのか概観し

たのち、それらの文書がどの程度の規範として生成しているか、慣習国際法とし

て形成されつつあるのかを分析する。

1　ICRCによる文書

（ 1 ） ICRC の概要と機能

ICRCは政府間国際機構では無いが、ジュネーヴ諸条約をはじめとする国際協

定や規約から、武力紛争当事国の同意を得て救助活動等の人道的イニシアチブを

とる権利を付与されており、また、1990年国連総会決議以降、中立かつ独立の機

関として国連総会のオブザーバーとしての地位が認められている47）。こうした立

場から ICRCは、主に①条約の起草過程への参加、②国際人道法の確認、③国際

人道法に基づく活動48）を実施している。国際人道法の起草過程への参加や対人

地雷禁止条約、国際刑事裁判所（ICC）規程の起草への貢献49）は特筆すべき点で

ある。更に ICRCは国際人道法に関する原則の作成や更新も主導しており50）、そ

の活動は、「国際法の形成をも促進し、国際法の適用に関する証拠として国際的

な裁判所の判断において援用されている」51）のである。

（ 2 ） 武力紛争における環境保護に関する規範形成への貢献

ジュネーヴ諸条約追加議定書策定を目的として1974年から開催された外交会議

において、ICRCが作成したガイドラインがその基礎として用いられ、同条約の

追加議定書に環境保護条項が加わった。以下では、当該分野に関して ICRCが作
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成した近年の文書を検討する。

（a）『慣習国際人道法』（2005）

ICRCは2005年、国際的及び非国際的武力紛争に適用される慣習法規則をまと

めた『慣習国際人道法』を刊行した52）。1996年に武力紛争に関連した人道に関す

る慣習国際法の存否の確認と紛争被害者の保護の明確化を目的として作成が開始

され、幅広い分野の専門家らによって国家慣習の分析が行われた。同研究の結果、

全ての武力紛争当事者を拘束する慣習国際人道法として161の規則が確認され53）、

そのうち149もの規則が非国際的武力紛争にも適用されうるとされた54）。

環境保護に関する規定は、以下のように規則43、44、45に設けられている。

規則4355）

敵対行為に関する一般原則が自然環境に適用される。

A．自然環境は、それが軍事目標でない限り攻撃してはならない。

B．自然環境の破壊は、戦争の必要上やむを得ざる場合を除き、禁止する。

C．具体的かつ直接的な軍事的利益に関して、巻き添えによる自然環境の損

害を過度に引き起こすことが予測される軍事目標の攻撃を開始することは禁

止する。

規則4456）

戦闘の方法及び手段は、自然環境の保護を十分に顧慮した上で採用されなけ

ればならない。軍事行動の際は、環境に対する損害を防止し並びに少なくと

もこれらを最小限にとどめるための実行可能な予防措置を講じなければなら

ない。紛争当事者によるかかる予防措置は、特定の軍事行動が環境へ及ぼす

影響に関する科学的確信の欠如により免除されるわけではない。

規則4557）

自然環境への広範、長期的かつ深刻な損害をもたらすことを意図した或いは、

かかる損害が予測される戦闘の方法または手段は禁止する。自然環境の破壊

は、兵器として用いてはならない。

これらの規則は、多くの国家実行を踏まえて作成されたこと、そしてこれまで不

十分であった非国際的武力紛争に適用可能な環境保護規定を補完するべく作成さ
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れたことの 2点で特に大きな意義を有していると考えられる58）。規則43は、国際

人道法の 3つの基本原則である区別原則、軍事的必要性の原則、及び均衡性の原

則が環境保護に適用されたもので、国家実行により非国際的武力紛争にも適用可

能であるとされる59）。次に、規則44は、武力紛争時においても環境それ自体への

保護を行うよう強調し、かつ軍事活動の際に講ずべき予防措置について定めたも

のである60）。本規則はその注釈において、国際的武力紛争への適用可能な国際慣

習法として確立していることは認めたものの、国家実行に鑑み、非国際的武力紛

争への適用可能性については「議論の余地はある」61）とした。規則45は、第 1追

加議定書の第35条 3項をほぼそのまま踏襲し62）、同条項作成から現在に至るまで

の国家実行の変化に鑑みて、今日では慣習国際法とみなされるようになったと評

価している63）。一方で本規則の注釈では、規則44同様、国家実行に鑑み非国際的

武力紛争への適用は「議論の余地はある」64）として慎重な姿勢を示している。

（b）『武力紛争における自然環境の保護のガイドライン』（2020）

ICRCは1993年に国連総会での要請65）を受けて武力紛争時の環境保護に関する

取り組みを開始し、翌年1994年に『武力紛争時における環境の保護に関する軍事

教範及び訓令のための指針』66）を完成させた。その後右指針に人道法に関連する

条約と慣習国際法の発展を反映させて作成されたのが、2020年の『武力紛争にお

ける自然環境の保護のガイドライン』67）である。本ガイドラインは、国際人道法

の環境保護規定に則った軍事演習や軍事的な指示を促すことを目的とし、第 1章

に自然環境に対する特定の保護に関する国際人道法の規定、第 2章に国際人道法

における環境保護に関する一般原則、第 3章に環境保護を目的とした特定の兵器

の使用に課される規律、そして第 4章に環境保護規定の尊重及び履行並びに普及

に関する国際人道法規範がおかれている68）。また、その前文において ICRC総裁

の Peter Maurerは、「一定の環境への損害は戦争に内在し避けられないかもしれ

ないが、無制限とはなりえず、各国政府及び全ての紛争当事者はそれに則った行

動を」とり、当該ガイドラインを各国の「軍事マニュアルや国内政策、そして法

的枠組みに組み込む」よう呼びかけている69）。

2　国連総会決議

（ 1 ） 国連総会決議の法的効果

国連総会決議は法的拘束力を有さないが、1974年に採択された「国際司法裁判

所の役割の再検討」と題する決議70）では、その前文において「国際法の発展、
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なかんずく総会の宣言ないし決議に反映される発展が、その限りにおいて国際司

法裁判所の考慮に加えられることを承認」するとした。このことは「国連総会決

議といった国際法の形式的法源に該当しないものが、状況に応じては一定程度の

意味を持ちうること」71）を認めていると考えられる。

国連総会決議が実質的に法的拘束力を有していると評価してよい程度の法的意

義を持つと結論づけることは、「憲章の起草者意思に反するばかりか、国内民主

制原理を直ちには類推することが不可能な国際社会においては危険ですらあ

る」72）といえる。しかし、国際司法裁判所の「ニカラグア事件（本案）」判決（1986

年）でも、国連総会決議が随所で言及されている。慣習国際法の成立要件の 1つ

である法的確信の存否の判断にあたり、国連総会決議を経て採択された宣言を実

質的に法的確信の表明として国際司法裁判所が捉えたことは、新たな規範形成及

び慣習国際法形成の是非の検討にあたって国連総会決議が果たしうる役割の重要

性を示していたと言える73）。このように国連総会決議は、それ自体は法的拘束力

を持たないが、今日の国際社会の総意として、また、各国の種々の問題に対する

立場の表明として国際法の文脈でも重要な機能を担っている。

（ 2 ）『戦争と武力紛争による環境搾取防止のための国際デー』

2001年11月に国連総会は、紛争の防止及び平和維持並びに平和構築活動の一環

として環境保護を位置付け、毎年11月 6日を『戦争と武力紛争による環境搾取防

止のための国際デー』と定めることを宣言した74）。本国際デーは、武力紛争がそ

の終結後も長期にわたって生態系及び天然資源に悪影響を与え、さらにその影響

が国内だけでない他の領域や将来の世代まで波及するという事実の認知度を高め

ることを目的としている。議題の提案者であるクウェートは、湾岸戦争において

発生した環境汚染が全てのレベルにおいて悪影響を与えており、武力紛争時にお

ける環境保護の重要性を強調した。また、軍事戦略的理由による天然資源の使用

及び自然環境の破壊は、甚大な環境侵害であるだけでなく、国際法の違反でもあ

る旨各国大使に対し改めて主張した75）。本宣言は票決によらない（without vote）

採択手続き、すなわちコンセンサス採択によって行われた。国連総会決議は、表

決であれ、コンセンサスによってであれ、「採択」されることで有効な、国連の

意思となる76）。以上を踏まえると、本国際デーが採択されたことは、武力紛争に

おける環境保護が、具体的な部分における一定の不一致があるとしても、「国際

社会が取り組むべき課題」として認識されているということを表しているのでは
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ないだろうか。

3　国連環境計画（UNEP）

（ 1 ） UNEP の概要と機能

UNEPは、1972年国連人間環境会議での提案を受け77）、環境の保護と改善を目

的に設立された。環境分野の主要な機関として、地球規模の環境課題の設定及び

政策立案者の支援、並びに国連システム内にあって持続可能な開発に取り組んで

いる。上記役割を果たすべく UNEPは気候変動、災害・紛争、生態系管理、環

境ガバナンス、化学物質・廃棄物、資源効率性、環境レビューといった 7つの分

野のサブプログラムを推進している。下記では、右のうち紛争分野における活動

の中で作成された非拘束的文書を考察する。

（ 2 ） 武力紛争における環境保護に関連する UNEP の文書と実行

（a）『環境条件、資源、紛争：導入的概要・データ集』78）

本文書は、1999年に「トロント・グループ」が UNEPからの委託を受けて纏

めた、環境が紛争に及ぼす影響に関する研究報告書である。同報告書が「環境問

題を紛争発生の観点で捉え、後年 UNEPの果たしうる役割を、平和構築の中に

しっかりと位置付ける先駆」となったこと、さらに「学術論争の一つの立場、ト

ロント・グループの影響が、」国連諸機関の環境と紛争の関連性に対する認識、

すなわち「環境が紛争を促すのではないか」という認識に作用したと考えられ

る79）ことも、当該問題に関する規範形成という観点から特筆すべき事例である

と言える。

（b）『紛争から平和構築へ：天然資源と環境の役割』（2009）80）

本報告書は、国連平和構築委員会（UN Peacebuilding Commission）の活動を補

助するため81）、環境、災害、平和構築の連関に関する最新の知見、経験を体系的

に示すことを目的とした基幹的政策文書である。本文書は、UNEPの平和構築へ

のより積極的な参画意思を公式的に宣言した文書として画期的であった82）と共

に、14もの現地調査の事例をあげて武力紛争が環境に及ぼす影響並びに当該地域

における平和構築に与える影響について分析をしており、後の規範形成に繫がる

データとして重要であるといえる。

（c）『武力紛争時の環境を守る：国際法のインベントリと分析』（2009年）83）

本文書は、武力紛争時における環境保護に関する国際法のインベントリ（目録）
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作成及び分析を目的として、2009年に UNEPが環境法研究所の協力のもとで公

刊した。本文書では、武力紛争時における環境保護に直接的或いは間接的に影響

を与える規範を、国際人道法、国際刑事法、国際環境法、国際人権法の分野に分

けて目録を作成している。冒頭のエグゼクティブ・サマリーでは、コソヴォから

アフガニスタン、スーダン、そしてガザ地区で実施されてきた紛争後アセスメン

トにおいて UNEPは、「武力紛争が環境及び天然資源に依存する地域に甚大な被

害を与えていること」、同活動によって「天然資源の搾取及び違法取引は、とり

わけ法や公的機関が衰退もしくは崩壊している国家において、武力紛争をしばし

ば激化・長期化させている」ことを明らかにし、武力紛争時における環境保護の

強化が早急に整備されるべきであると述べている84）。また、既存の枠組みは武力

紛争時における環境保護や天然資源の管理に関する様々な条項を設けているが、

「あまり効果的に履行或いは適用されていない」こと、そして武力紛争によって

生じた環境破壊に関して国際社会が国家や個人といった個別の責任追及を模索し

ているものの当該試みによって得られた結果は「極めて乏しい」と指摘している。

本報告書は、以下 2点において画期的であったと考える。第 1は、これまで作

成された武力紛争時における環境保護に関する規範を、法的拘束力の有無や紛争

の種類（国際的か非国際的武力紛争か）、さらに法的責任の主体（国家か個人か）の

如何を問わず、ほぼ全てを網羅した形で 1つの文書に集約した点である。さらに

言えば、2012年に開催された国連持続可能な開発会議において、UNEPが「世界

の環境アジェンダを設定する世界の主たる環境当局（the leading global environmental 

authority that sets the global environmental agenda）」に認定され、「会合参加国は

UNEPの役割を強化していく旨、成果文書に盛り込まれ」85）た背景から、当該文

書が単純に将来的な研究の一助となるような成果物になったというだけでなく、

国際社会から認められた環境分野における主体が作成した権威ある公式文書とし

て位置付けられる可能性が高いことも、特筆すべきであると考える。第 2は、勧

告 3において ILCに働きかけを行ったことである。ILCが実際に2011年に開催さ

れた第63会期で武力紛争に関連する環境問題を長期作業計画に加えることを承認

し、2013年の第65会期には「武力紛争に関連する環境の保護」を作業主題として

設定したことは、これまで停滞し続けていた当該問題に関する新たな国際規範の

形成を前進させることができたと言える。以下では右 ILCによる作業について

詳述する。
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4　国連国際法委員会（ILC）

（ 1 ） ILC の機能

ILCは国際法の漸進的発達及び法典化（国連憲章第13条 1項（a））を目的として

1947年に設立された。国連総会の補助機関として国際法の法典化作業や条文草案

作成等を行い、国際法の定立過程において重要な役割を果たしている。ILCで起

草された文書は国際裁判等多くの場で参照されていることから、国際法の形成に

大きな影響力を有しているとされる86）。

（ 2 ）「武力紛争に関連する環境の保護」原則草案87）

ILCは UNEPが2009年に作成した報告書88）内の勧告 3で、「“武力紛争の際に

環境を保護するための現行の国際法を検討し、それらがどのように明確化・体系

化し、拡大できるかについて勧告”するよう ILCに要請した」ことをきっかけ

に本議題に取り組むようになった89）。2016年には、国連環境総会において「武力

紛争の影響を受ける地域の環境保護に関する決議」（ 2 /15）90）が採択された。本

決議では、適用されうる国際法規則が実施できるよう加盟国に呼びかけるととも

に、ILCの作業を明示的に言及し、UNEPの常任理事は、ILCとの相互作用を継

続するように要請した。また、特別報告者である Jacobsson委員は同年 7月に開

催された第68会期の冒頭の報告の中で、同決議は1990年代初頭に実施された最初

の武力紛争時の環境保護に関する決議以来初であると述べた上で、1990年代初頭

のものと2016年のものの主要な相違点として国家実行（State practice）91）をあげ、

「武力紛争に関連した環境保護のための最善の処方箋に国際社会の構成員すべて

が合意することは困難かもしれないが、国家実行は変化しつつあり、」平時か武

力紛争時かを問わず「環境への配慮は主流（mainstream）」であるとした92）。

本報告書の重要な特徴の 1つに、検討の対象が「武力紛争法の規則と交戦行為

に限らない」ことがあげられる。すなわち、本草案作成にあたり検討される作業

範囲は、「武力紛争時のみならず、その前後をも含めて包括的な検討を行うこと」

が想定されているのである93）。右意図は、草案表題が「「武力紛争下における（in）

環境の保護」ではなく、「武力紛争に関連する（in relation to）環境の保護」に設定」

されていることから読み取ることができる。具体的な区分は、①「武力紛争時発

生以前（pre-conflict：フェーズⅠ）」、②「武力紛争時（during armed conflict：フェー

ズⅡ）」、そして③「武力紛争後（post-armed conflict：フェーズⅢ）」の 3つである。
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一方で、右区分を行なった特別報告者 Jacobsson委員は、その中でも特に考慮す

べき関連国際法の規則を中心に検討を行なったが、任期中にこの主題に関するす

べての任務を完了することはできなかった。したがって、この議題の完了を目指

して残りの課題を処理すること」が後任の特別報告者 Lehto委員の任務とされた。

しかし、現段階で主要論点に関する議論が尽くされたとは言えないことから、

Lehto委員の方向性によっては最終的な成果物のあり方が大きく左右されること

にもなり94）、今後の議論の行方を注視する必要がある。また、各フェーズを区分

したことで全体的な体制の整合性の調整という別の問題が生じている95）ことも

事実である。しかし、これまで②「武力紛争時」にのみ焦点が当てられ検討され

てきた本問題が、ILCという機関によって、その前後を含めた一連の流れ全体を

保護の対象として検討されていることは、環境破壊がもたらす平和構築への脅威

を国際社会に再認識させ議論を前進させる契機になっていると言えるのではない

だろうか。

第 2の特徴は、本草案が武力紛争の国際性を問わず、武力紛争の影響が環境に

対して生じる場合であれば、非国際的武力紛争をも適用範囲に組み込んで検討し

ていることである96）。この点について委員会では、初期の段階から、非国際的武

力紛争における環境保護の必要性は認めるものの、非国際的武力紛争に関する規

則が国際的武力紛争に関する規則に比べて圧倒的に少ないという規範の不均衡状

態が指摘され97）、抵抗が多く見られた。実際に ENMODでは、規定内容が被害

国と国家間、もしくは複数の国家が武力紛争に関与する状況を想定していること

から、明示的ではないが国際的武力紛争を適用範囲としていると考えられ、第 1

追加議定書では、同条約共通第 2条に、国際的武力紛争を適用対象とすることが

明示的に定められている。非国際的武力紛争における環境保護規定は、1949年

ジュネーヴ諸条約の第 2追加議定書に規定されるか検討されたが、十分な同意を

得ることができず実現されなかった。以上のように、非国際的武力紛争における

環境保護規定は不明確なものが多い。しかし、本草案において委員会は、規範の

不均衡の解消が充分な状態とは言えないものの、両者を区別しない傾向にある武

力紛争法の潮流を受け入れ、非国際的武力紛争に対しても適用範囲に組み込むと

の結論を迎えている98）。

（ 3 ） 既存の環境保護規範との関係性と効果

本原則草案が武力紛争の局面に限らず包括的な規定を検討していることは、そ
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の他の既存の国際法との関係性が問題となる。この点については、まず前提とな

る本主題の議論を武力紛争法に限定すべきか、限定せずに広く捉えるべきかとい

う点で見解が分かれている。したがって本草案がより整頓された形で完成され、

かつ実効的であるためには、法体制間の整合性を模索するという最も根本的な要

請について、委員会ではもう少し踏み込んだ議論がなされる必要があり99）、また、

既存の規範を踏襲する上でも、それらの規範が内包している課題を、本草案に組

み込む際に乗り越えねばならないことから、本試みは極めて高度であると言える。

委員会は、「現在のところ条約化を前提とするものではない」100）という立場を示

しており、原則草案は既存の法原則に変更をもたらすものではないとされる。尚、

未完成の文書であることから、現段階で慣習国際法化の可能性を議論することは

性急である。しかし、たとえ条約化されず、非拘束的形式であったとしても、将

来的な国家実行に影響を与え、場合によっては後の法典化作業に影響を与えるこ

ともある ILCの成果物の 1つとして、単なる既存の法の記述や踏襲でもない原

則草案の意義を示すことができるかは重要であり101）、今後どの程度整合性が取

れた形で完成するか注視していく必要がある。

Ⅲ　近年の紛争にみる履行状況

本章では近年の事例として、国際的武力紛争についてはイスラエル－レバノン

紛争を、非国際的武力紛争についてはシリア紛争を取り上げ、UNEPによる紛争

後アセスメント等の調査報告書等をもとに、環境保護の規範がどのように機能し

得るのかを考察をする。

1　イスラエル－レバノン紛争

本紛争は、2006年 7月、レバノンのイスラム教シーア派組織・ヒズボラがイス

ラエル軍兵士 2名を拉致したことに対する報復として、イスラエル軍がレバノン

南部への空爆を開始したことに端を発する102）。同年 8月 5日、レバノン環境省

は UNEPに対し、イスラエルの攻撃によって発生したレバノン国内の環境破壊

の調査を要請した。その後 UNEPは、国連人道問題調整事務所（以下 OCHA）と

共同で環境調査ユニットを立ち上げ、国連開発計画（以下 UNDP）のレバノン支

局など他の機構の協力のもと、「レバノン：紛争後環境アセスメント報告書」を

作成し103）、翌年 1月23日に最終報告書を公表した104）。尚、同紛争は、イスラエル・
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レバノン両国政府が国連安全保障理事会決議1701号を受け入れたことで2006年 8

月14日に停戦合意がなされている105）。

調査は、将来的なモニタリング作業や、政府による環境管理の指針策定及び修

復の優先順位付けを補助する為、紛争後の環境の基礎（baseline）データの収集

を目的の 1つとし106）、アスベスト、土壌汚染、海洋問題、固形廃棄物・有害廃

棄物管理、地表水・地下水、武器・軍需品に関する専門家によって構成されたチー

ムと、さらに幾つかのサブチームに分かれて実施された。その結果、爆撃や火災

に遭った工場・産業施設は様々な有害・有毒物質に汚染されており、水の供給や

公衆衛生の観点で脅威となっていることから、それらを早急に除去・処理する必

要があることが報告された107）。中でも大きな環境被害が報告されたのは、イス

ラエル軍の爆撃によって破壊された Jiyeh火力発電所での油流出である。同火力

発電所からは1,500万リットルもの油の流出とそれに伴う大気汚染が確認され

た108）。さらに UNEPと OCHAが共同で行なった環境被害の調査レポートでは、

流出した油はレバノン海岸沿い150km及びシリア海岸沿い10kmを覆ったとされ、

その影響はキプロス、トルコ、ギリシャにまで及ぶ可能性を示唆した109）。また、

国連の専門家らにより、爆撃の被害にあった工場施設等の土壌及び水質の化学物

質による汚染に関する調査も行われた。使用された武器・軍需品の文脈では、と

りわけ劣化ウランが含まれていたか否かという点に焦点を当て、右の分析に特化

したサブチームを発足し、スイスの研究所による協力のもと調査を行なった。結

果としては、劣化ウランの含まれる榴散弾やその他の放射性残留物は発見されず、

当該チームによるサンプルの分析からも濃縮ウランや天然のウラン資源の濃度を

超える物質は検出されなかった110）。一方で、停戦の合意がなされる直前の数日

間に投下されていたクラスター弾の多くが、不発弾として倒壊した建物内をはじ

めとする調査対象の現場に残されたままであることは、深刻な問題となってい

る111）。以上のように、レバノンではイスラエルによる攻撃によって甚大なる環

境被害が発生した。他方、イスラエルでもヒズボラの攻撃による環境被害が発生

した。ヒズボラが発射したロケット弾はとりわけイスラエル北部の森林を破壊し、

16,500ac（およそ66km2）もの草原地帯を焼き払ったとされる112）。

続いて、本紛争で発生した環境損害に関する帰責性について検討を行う。本紛

争は国際的武力紛争であることから、本稿で検討した環境保護に関する文書のう

ち、適用可能であると考えられる条約は、ENMODと第 1追加議定書の 2つで

ある。しかしながら、UNEPの「紛争後環境アセスメント報告書」には前者の規
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定が規制の対象としている「環境改変技術」或いはそれと同等と考えられるよう

な環境改変能力を有する武器・軍需品が使用されたという報告がされておら

ず113）、そのような技術が未だ軍事利用可能な段階にはないと考えられることか

ら、ENMODは適用されないと考える。一方で、ENMOD起草時に当該条約批

准に反対する国の説得にあたって、「国家行為が敷居を超えられるかもしれない

という憂慮が、ある種の抑止力として働く」114）と米国が主張していたことに鑑

みると、当該技術が開発されていない或いは仮に開発されていたとしても使用さ

れていない現状は、米国の右主張を裏付けているとも捉えられる。

次に、本紛争によって発生した環境破壊が、第追加議定書第35条 3項及び第55

条 1項によって禁止の対象とされる環境破壊として認定されるかについて検討す

る。なお、第 1追加議定書につきレバノンは1997年に加入し、イスラエルは現在

も非加盟である115）が、前述したようにこれら 2条項は慣習国際法化していると

考えられることから、私見は両国とも同規定内容に法的に拘束されるとの立場に

立つ。結論からいうと、両条項の「広範、長期的かつ深刻な」の 3つの加重的要

件を同時に満たしていると直ちに結論づけることは難しいと考える。まず「長期

的な」が含意する時間的範囲については、追加議定書起草時において第 3委員会

が「最低20・30年以上の数十年の単位」116）としていたことから、従来の解釈の

ままであれば認定は難しいであろう。次に「広範」が示す地理的範囲であるが、

この点は基準を満たしていると考えられる。本紛争において、とりわけ大きな被

害を及ぼした油流出及び森林・草原の焼き払いによる影響は、前者が直線的に見

て150km以上、後者がおよそ66km2である。一方、同 2規定の想定する地理的範

囲の基準が ENMODで規定されるものと同程度或いはそれよりも高い可能性が

あること117）から、当該範囲は「数百キロ平方メートルの範囲」以上であると考

えられる。以上を踏まえると、本紛争における環境損害の地理的範囲の基準の充

足性は判断し難い状況にある。他方、「深刻な（severe）」が示す損害の程度及び

事態の範囲については、基準を充分に満たしていると考える。その理由として、

国連総会が2006年12月に「レバノン海岸における油膜」と題した決議118）を採択

し、イスラエルによる火力発電所爆撃に起因する「当該油膜はレバノンの海岸を

ひどく汚染し、その結果人々の健康、生物多様性、漁業及び観光に深刻な

（serious）影響を与え、レバノンにおける生活及び経済に深刻な（serious）影響を

及ぼしている」として、イスラエルにレバノン及びその他周辺国に迅速な賠償を

行うよう命じていることがあげられる。これに対してイスラエルが応じないこと
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から国連総会では、2006年以降現在に至るまで同様の決議を採択し続けており、

2014年に作成された草案では初めて当該賠償金の額を 8億5,640万ドルと明示し

た119）。2021年11月にも同様の決議が出され、賛成161、反対 8、棄権 7で採択さ

れている120）。UNEPによる報告書の内容及び上記決議が毎年採択され続けてい

ることに鑑みれば、「深刻な（severe）」の基準の文言そのものは見受けられなかっ

たとしても、それに足る環境被害があったと結論づけることができるであろう。

私見は、今日の環境問題に対する趨勢に照らして考えれば時間的及び地理的範囲

に関しても基準を満たしており、両国ともに発生させた環境損害に対して責任を

追及することができると考える。

以上のように、本紛争において、ENMOD及び第 1追加議定書第35条 3項・

第55条 1項を適用させることは容易ではない。一方でそれと同時に、今日の国際

的武力紛争における環境保護規範の履行確保については、国連総会が重要な役割

を果たしていることが改めて明らかとなった。本稿第 2章でも示したように、国

連総会決議は拘束力を有さないとしても、国際社会の総意として捉えられる。本

紛争について、イスラエルの武力行為によって引き起こされた環境破壊に対し、

9割近くの加盟国が同国の賠償責任を認めたことは、たとえ武力紛争という非常

時であっても自国が引き起こした環境破壊に対して国家は責任を負うべきである

という共通認識が形成されていることを表しているといえる。

2　シリア内戦

シリアでは、2011年 3月に「アラブの春」が波及したことで民主化運動が活発

化した。その最中、壁に反政府の落書きをした少年らが逮捕・拷問を受けたこと

をきっかけに抗議デモが発生し、これに対して政府が武力で鎮圧をはかったこと

から、反政府運動が激化して内戦状態に陥った121）。「今世紀最悪の人道危機」と

評される本内戦は現在も継続している。イギリスを拠点とする人権団体「シリア

人権監視団」によると、2021年春までに49万4,438人の命が奪われ122）、国連国際

児童緊急基金（UNICEF）によれば、90％の近くの児童が人道的援助を必要とし

ている123）。また、  国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は、2021年 3月時点で

1,300万人以上が国内外に避難をしているとする124）。

内戦がシリア国内の環境に与えた被害は甚大である。2015年にオランダの国際

平和団体 PAXが作成した、シリア内戦が環境と公衆衛生に与えた影響に関する  

資料等調査（Desktop Study）では、「破壊された工場の瓦礫や廃棄物、汚染、そ
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して弾薬の残留物は全て、直ちにそして長期的に文民及び環境の脅威となり得

る」と指摘している125）。また、この継続中の内戦が環境に与える影響に対し、

シリア政府は対処する能力を有しておらず、このことから国内に残っている市民

そして将来的に戻ってくる市民の安全が憂慮される事態にあると述べている。同

調査レポートは、上記の指摘に加えて、本内戦の結果発生した主要な問題として

①工場施設や重要なインフラが標的となり破壊されたこと、②住宅地への深刻な

被害と危険な建築物の瓦礫が野晒しになっていること、③武器・軍需品による汚

染、そして④環境管理の仕組みが崩壊していることの 4点をあげている。これら

種々の問題への対処に関しては 4つの勧告が出されているが、第 1の勧告の中で

PAXは「シリアにおける環境破壊が直ちにそして長期的にシリア国民に被害を

与えるリスクを孕んでいることは武力紛争時における環境保護が人道的な問題で

あることを明確に示している」ところ、「武力紛争時の環境破壊は UNのシステ

ム全体において優先順位が低く位置付けられている」と述べ、「紛争における

UNEPの機能が弱まっていることから、各国は、UNEPの新たな国際的統治機構

たる国連環境総会（UNEA）がどのように UNEPの当該領域における機能強化可

能かを検討すべきである」とした126）。また、第 4の勧告では、国連総会第 6委

員会（UN Sixth Committee）にて武力紛争時の環境保護規定の強化を議論してい

る各国に対し、当該法的措置の改善を求めている127）。

シリア内戦では、瓦礫や汚染された廃棄物並びに弾薬の残留物の他に、アサド

政権側の軍による化学兵器の使用が世界的に大きな問題となった。2013年 8月に

同政権による化学兵器使用の疑いが発生すると、国連調査団が派遣され、調査の

結果、 5件の化学兵器使用が認定された。シリアは同年中に化学兵器禁止条約

（CWC）に加入し、2016年 1月までにシリア政府が申告した化学兵器の廃棄を完

了とされるが、廃棄完了以降も、シリアにおける化学兵器使用事案は頻発してい

たことから、シリア政府の申告は信憑性に欠けるとされる。2020年 4月には、シ

リアでの化学兵器使用事案について、その使用者を調査していた化学兵器禁止機

関（OPCW）が、2017年 3月にシリア北西部で発生した化学兵器使用事案に関し

てシリア空軍の関与を結論づける報告書を発表している128）。

以上の事実が認められるシリアにおいて、本稿で検討した規定のうちどの環境

保護条約が適用されうるのか。本紛争は、シリア国内で発生している非国際的武

力紛争である。したがって、国際的武力紛争を前提としている ENMOD及びジュ

ネーヴ諸条約第 1追加議定書が定める武力紛争時の環境保護規定は適用ができな
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い。一方で、ICRCが作成した『慣習国際人道法』では、規則43において国際人

道法の 3原則である区別原則、軍事的必要性の原則、及び均衡性の原則を環境保

護の観点からリステートした規定を設けており129）、中でも区別原則に関しては、

非国際的武力紛争においても適用可能な慣習国際法として確立されていることを

確認している。このことから、当該シリア内戦においては、環境保護という観点

から区別原則が適用されうる。シリア政府が国内の市街地を容赦無く爆撃し、核

兵器や生物兵器と並ぶ大量破壊兵器である化学兵器を使用した痕跡が随所に見ら

れることは、シリア政府による武力行使が人の生命・身体への侵害のみならず自

然環境への侵害を発生させていることが認められ、武力紛争時の環境保護を目的

とした同区別原則の違反を認定できると考える。勿論、同規定違反が認定される

ことは、当該規則をはじめとする武力紛争時の環境保護規範が実行的なものとな

るための第 1歩にすぎない。どのように実効性を高めて行くべきかという点につ

いては、今後の国際社会の動向と国家実行にかかっている。

おわりに

本稿では、武力紛争時における環境保護規定について、法的拘束力を有する国

際条約の規定と法的拘束力を有さない文書の 2つの方向から検討を行った。前者

に関しては、敷居の高さが壁となり効果的に機能しているとは言えず、後者に関

しては、内容そのものは画期的であったとしても、その履行確保に当たっては課

題が山積しているという現状が明らかになった。

しかし、当該問題に関する国際社会の趨勢や SDGsの国際的な浸透に鑑みれば、

多くの国々がこれを「取り組まねばならない喫緊の課題」と認識していることは

明白である。また、国連総会からの要請で ILCが前述した課題を克服する規範

の作成及び法典化作業を行なっている現状からしても、優先順位の高い課題とし

て捉えられていることがわかる。多くの研究結果が武力紛争と環境破壊の密接な

関連性を明らかにしているように、武力紛争時に発生する破壊を最小限にとどめ

ることは、長期的な各国の国益や他国との関係の構築という点で有益であると考

える。これからあらゆる場面での環境配慮が必要となる中で、武力紛争における

環境保護がどのように実施され、新たな秩序として構築されて行くのか、今後も

注視していきたい。
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